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Ⅰ．問題と目的

　文部科学省（2019）「外国人児童生徒等教育の現状と
課題」によると公立学校における日本語指導が必要な児
童生徒数は，増加傾向にあり，特に，障害のある外国人
の子どもたちの就学にあたっては，「総合的な観点から
の就学先決定」や「言語・教育制度・文化的背景の違い
に留意した本人や保護者への丁寧な説明」が求められて
いる。

　国立障害者リハビリテーションセンター　発達障害情
報・支援センターにおいては，「発達障害に関する外国
人保護者向けパンフレット」をやさしい日本語版をはじ
めとして，その他15か国語で発行している。その中では，
検診，相談，発達障害の説明，病院受診，障害者手帳，
暮らしに役立つ情報などの項目がきめ細やかに記載され
ている。文部科学省（2021）「令和の日本型学校教育」
の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出
す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～（答申）（中
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教審第 228 号）」においては，「幼児教育，義務教育，高
等学校教育の全ての教育段階において，障害者の権利に
関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念
を構築することを旨として行われ，また，障害を理由と
する差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）
や，今般の高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律（バリアフリー法）の改正も踏まえ，全ての
子供たちが適切な教育を受けられる環境を整備すること

が重要である。」（文部科学省，2021，p.21）と示されて
おり，特に，「全ての子供たち」の部分には，「障害のあ
る外国人児童生徒等への対応も重要である。」（文部科学
省，2021，p.21）と脚注がなされている。特に，障害の
ある外国人児童生徒については，「障害のある外国人児
童生徒等が特別支援学校，特別支援学級及び通級による
指導において学ぶ際には，児童生徒等の障害の状態等に
応じたきめ細かい指導・支援が行われるよう，文部科学

表　外国人留学生からみた障害のある外国人児童生徒の支援（概要）

主な意見の概要

肢体不自由

・対象者の文化背景や母国語を理解する。
・身体を介した相互交渉を通じて，簡単な行動を理解してもらうなど，初歩的な人間関係を育み，言語の理解，行為の調整と関連づ
ける。

・生活上の様々な場面を想定し，相手の言葉や表情などから，相手の立場や相手が考えていることを推測するような指導を行う。
・本人の好きな活動などにおいて，感情を表した絵やシンボルマーク等を用い信頼関係を築く。
・多様なコミュニケーション手段を対象者に応じて選択し，コミュニケーションの内容を把握する。
・保護者も含めた社会活動への参加を促進する。
・対象者と同じ国の留学生に研修を行いボランティアとして，母国語で支援を行う機会を設定する。

重度・重複障害

・母語ができる支援者が外出時，治療場面，学習場面で，支援する。
・支援者は，対象者の母国語と，対象者の非言語を理解し，支援を行う。
・対象者の環境的なケア，社会的サポート，関心などへのケアを行う。
・周囲の人と事物を共有する方法，周囲の人に関心を向けたり，助けを求めたり，共感する方法などを指導する。
・日本の既存の支援システムと方法（サイズなど）が対象者と合っているかどうかを確認する。
・家族と生活状況や生活目標の共有や理解を行いその負担や困難を踏まえ，支援計画を策定する。
・文化や言語の違いで孤独感や不信感を感じやすい状況があるため，実感のあるコミュニケーションを行って，関わる人が外国人生
徒の文化などを理解する必要がある。

・保護者が気軽に相談できる場所作りを行う。
・対象者の環境への適応，異文化の交流，地域関係機関の連携や住民の協力を得る。

病弱

・病気の状態や文化的背景も多様であるため一人ひとりの子どもの実態の的確な把握が必要である。
・子どもが自分で目標を立て，主体的に学習する。
・自己肯定感を高め，自己受容感を高める。
・ICT機器を介して集団活動の参加を促し，コミュニケーションの機会を増やす。
・タブレット，PCの中に，理解できない箇所や教員に聞きたくない（自閉症・抑うつ症など）場合もあるため，児童生徒によっては，
母国語翻訳機能を設定する。

・精神疾患，いじめや虐待経験なども懸念されるため，学校での自立活動を行う必要がある。
・自己評価を用い，分析することで自身の変容や成長に気付くことができる。
・学校での授業などについては，PC，実験器具などを使うことにより，コミュニケーションを促進する。
・慢性的な病気や虚弱体質に応じたメンタルケアが必要である。
・同年代の子どもが触れあえるような機会を設定する。
・外部集団とのコミュニケーション機会を設定する。
・保護者や国際支援センター関係との連携を行う。

知的障害
（特に自閉症）

・国籍にかかわらず，早めに実態把握を行い，過敏性や得意な面を把握する。
・言葉や文字以外にも写真や絵などの具体的な実物を活用する。
・個人の趣味や好みによって，学習意欲の向上をはかる。
・国によって，趣味や文化特徴が異なるため，一人一人の支援方法をデザインし，学習や遊びの中でどのように，他者と関係するの
か考える。

・自閉症のある外国人の児童生徒の独特のコミュニケーション方法（表情，目線，動き，ジャスチャーなど）を理解する。
・絵や写真で表現して，人間関係を徐々に形成する。絵や写真をどのように理解しているかを観察して，思考パターンを確認する。
・映画，音楽，絵画，遊具など様々な手段で子どもの興味を促し，支援を行う。
・情報交換ノートに，正直な気持ちや担任がいないときの出来事などを書いて，お互いの思いが伝わるようにする。どのようにすれ
ばいいのか自分の気持ちが整理しやすく，悩みが解決されることも多い。

視覚障害

・デジタル教科書で，文字の拡大縮小，ハイライト，共有，反転，リフロー，音声読み上げ　総ルビ，検索，保存などを活用する。
デジタル教材として，動画・アニメーション，ドリル・ワーク，参考資料などを使用する。

・個人視覚特性の分析と個別対応（感光，色の判別，文字拡大）の分析を行う。
・デジタル教科書やタブレット端末に個人が学ぶ教育課程の内容を掲載し，ここに合わせた文字の大きさや音の高さなどを調整する
ことで，学びの楽しさを味わえるようになり，主体的な学びの意識が向上する。

・ストーリー性や冒険性のある学習では，外国人の児童が自分の肌色や髪色を自分で決めるアバターを用い，子供たちに代入感，責
任感，使命感を持たせ，学習意欲を高めることができる。

・母国語の翻訳を入れると，一層深く知識を理解させることができる。
・音声案内やタブレットへの凸凹のタッチパネルを貼ることで，音声ガイドや触察で，学習の目的を達成することもできる。
・拡大読書機を使用し，教科書やプリントを見やすいものにする。
・学校でのあん摩，データ処理などの個人に適合する授業も望まれる。

聴覚障害

・大きな動作やはっきり分かる表情を通じて，周囲の人の感情を知ることができ良い雰囲気を築く。
・人間は，特定のリズムに合わせて動くと楽しくなり，国籍とも関係なく，人間だれでも感じられるもので，特定のリズムでダンス
や体操を作って，一緒に踊って，時々ゆっくり，時々急ぐといった形をとると感情表現につながる。

・手話や筆談や字幕などの方法は，コミュニケーションになる。
・理解しにくい内容などがあったら，イラストや写真がついているとわかりやすい。必要に応じて，ヘルパーが側で説明すると，安
心感期待感が得られ，楽しく過ごせるようになる。

・手歌を用いることで外国人かどうか関係なく，集団意識ができ，より感情的なつながりができやすくなる。手歌に内在するうれし
い気持ちや未来を期待しているなどの気持ちを感じ，共に共有することができる。
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省の補助事業も活用した指導体制の構築が必要である。」
（文部科学省，2021，p.73）と述べられている。境・都
築（2012，p.39）は，発達障害が疑われる外国人児童生
徒の指導について，「コミュニケーションから派生する
問題なのか，異文化接触から派生する問題なのか，発達
障害に起因する問題行動なのか，等の特定が困難である」
と指摘している。しかしながら，特別支援教育の文脈で，
障害のある外国人児童生徒の具体的な教育的支援につい
ては，あまり研究が多く存在するとはいいがたい。
　筆者らは，これまで，欧米や東アジアにおいて，多国
籍の児童生徒が在籍する教育実践に係る研究を行ってき
ており，これらの研究内容が今後の障害のある外国人児
童生徒に対する教育的支援と関連するのではないかと考
えた。そこで，本研究においては，筆者らのこれまでの
研究経験や知見に基づき，障害のある外国人児童生徒に
ついて，考察を行うことを目的とする。

Ⅱ．外国人留学生からみた障害のある外国人児童生徒の支援

　ここでは，外国人留学生からみた障害のある外国人児
童生徒の支援に係る意見について取り上げる。意見のと
りまとめについては，障害に関連する 20xy年度大学院
授業の外国人留学生受講生（11 名）から出た意見を要
約し，同じ意味の内容が記述されている場合には統合し
た。当該授業では，一般的に日本国内で行われている各
障害特性や支援の概要が取り扱われた。特に，知的障害
については，昨今，特別支援学校や特別支援学級では，
自閉症の児童生徒が増加傾向であるため自閉症の特性が
取り扱われた。また，視覚障害では，デジタル教科書の
内容が，聴覚障害では手歌について取り扱われた。
　当該授業の受講生からの研究協力については，研究へ
の協力は自由意思に基づくものであること，出された意
見は個人が特定されないように配慮されることを説明
し，同意書を作成している。表は，外国人留学生からみ
た障害のある外国人児童生徒の支援についてであり，各
障害種別について，意見が述べられている。
　まず，どの障害種においても，「対象者の文化背景や
母国語を理解する。」ということがあげられている。特
別支援教育でも重視されている一人ひとりの実態の早期
把握や関係機関との連携はもとより，日本語の支援員や
国際支援センター等，幅広い機関との関わりが必要とな
る。日本語だけでなく，母国語での支援や，母国の文化
や習慣を理解した上での支援も，児童生徒とのコミュニ
ケーションや信頼関係の構築を図る上で大切である。さ
らに，身振り手振りなどの身体動作，絵や写真などの具
体物といった言語に左右されない共通のツールを活用す
ることも求められている傾向が見て取れる。他の感覚を
生かして学ぶこと，学習意欲及び学習効率の向上に効果

があると考えられる。
　次に，病弱での「ICT機器を介して集団活動の参加を
促し，コミュニケーションの機会を増やす。」といった
意見や視覚障害でのデジタル教科書機能の記述など，
ICT機器やデジタル教科書の活用も複数の障害種であげ
られている。とりわけ，コンピュータやタブレット端末
等の ICT機器は柔軟性があり，外国人児童生徒でもス
ムーズに教育を受けられることが期待される。
　聴覚障害について，「人間は，特定のリズムに合わせ
て動くと楽しくなり，国籍とも関係なく，人間だれでも
感じられるもので，特定のリズムでダンスや体操を作っ
て，一緒に踊って，時々ゆっくり，時々急ぐといった形
をとると感情表現につながる。」という意見があげられ
ていた。人間は最初に目で世界を見て，複雑なものを簡
単な幾何学の図形と見なし，その些細な動きにも容易に
気づくので，聴覚障害のある子供はよりに物の形や動き
方に気づきやすいと考えられる。同じリズムで踊りなど
のやり方は，時には言葉よりも感情の伝達が容易になる。
言語の交流は文化と言語の違いがあるかもしれないが，
一緒に踊って，同じリズムを見つけてお互いに感情を伝
えるのは国境がない。聴覚障害のある外国人児童生徒に
とっても，障害のない人にとっても楽しく，相互の関係
を構築できる支援方法であると考えられる。
　外国人児童生徒に対しては，まずは，対象者の国文化
や好きな活動を予め予想することが必要で，生活上の
種々な場面を想定し，身体を介した相互交渉を通じて，
簡単な行動の理解を促し，言語の理解，行為の調整と関
連づけることを通して，対象者の立場や相手が考えてい
る内容を推測するような指導を行うことも考えられる。
例えば，身体を介した相互交渉を行う際は，多様なコミュ
ニケーション手段を対象者に応じて選択し，身振り手振
りで示すなどからコミュニケーションの内容を把握する
ことが欠かせないものである。また，対象者と同世代で
同国籍の児童生徒一緒に研修を行い，相互にサポートで
きる体制や孤独感から抜け出せるような活動を図ること
が望ましい。

Ⅲ　東アジア及び欧米における多国籍児童生徒を含む教
育的支援の知見からの検討

　ここまでは，外国人留学生からみた障害のある外国人
児童生徒の支援について述べてきたが，次に，筆者らの
これまでの東アジア（特に，中国）及び欧米における多
国籍児童生徒を含む教育的支援の知見から，障害のある
外国人児童生徒の支援について，検討していきたい。尚，
以下の内容は，筆者らの専門分野におけるこれまでの知
見であるため，必ずしも各障害書別に対応した網羅的な
記述とはなっていない。
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１．中国からの視覚障害児童生徒の支援について

１）背景

　文部科学省（2020）「日本語指導が必要な児童生徒の
受入状況等に関する調査（平成 30 年度）（訂正）」によ
ると，日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数は 40,755
人となっている。一方，「『外国人雇用状況』の届出状況
まとめ」（厚生労働省，2021）によると，2020 年 10 月
末現在の中国人労働者数は 419,431 人で，ベトナムに次
いで第 2位となっている。なお，少子高齢化の進行で，
今後，外国人労働者数の増加が予想され，日本における
中国籍の視覚障害児童生徒の存在が見込まれている。以
上のことから，就学先の検討や学習上の支援といった
ニーズを把握し，ニーズに応じた対応を分析することが
必要であろう。
２）就学先決定までの支援

　日本では，障害のある子どもの就学先を検討するにあ
たって，就学相談で，子どもの発達や障害の状態につい
て，本人，保護者，教育委員会，専門家等の合意形成を
経て，適切な就学先を決定するのが一般的である。しか
し，日本語が不自由な中国人保護者から相談を受けた場
合，意思疎通がスムーズに行われないことも予測され，
最終的な就学先の決定に影響を及ぼす可能性が考えられ
る。そのため，中国語の対応が可能な就学相談員を設置
するほか，中国語で書かれた就学ガイドブックを窓口に
用意することが重要であろう。入学予定の子どもの健康
状態を把握し，学習上又は生活上で留意すべきことを検
討するため，就学時健康診断が実施されているが，同様
に，中国からの視覚障害児童生徒に対して発達検査が行
われた場合，日本語が十分に理解できないため，発達検
査の結果が子どものもっている能力と異なった判定とな
る可能性も否定できない。なお，視覚障害の認定基準は，
中国と日本では大きく異なり，過去の視力検査の結果を
参照できないという状況がある。よって，就学時健康診
断を行う際に，中国語に翻訳した点字問題冊子や拡大問
題冊子を用意するほか，日本における視覚障害の認定基
準とその結果によって受けられるサービスの内容を子ど
も本人及び保護者に説明することも必要であろう。
３）日本語点字教育

　前述したとおり，日本語指導が必要な外国籍の児童生
徒のうち，中国語を母語とする児童生徒の人数は，依然
として多い状況であり，中国からの視覚障害児童生徒の
潜在的な日本語点字教育に対するニーズも検討されう
る。しかしながら，日本語教育における点字指導の具体
的な手法は，あまり見受けられない。秋元ら（2014，p.289）
も「国内外ともに，点字を使って日本語を指導する教育
機関は非常に限られており，指導ができる専門家も少な
く」と指摘していることから，日本語教員養成機関にお
ける視覚障害に対応した教育課程を編成し，点字の読み

書きができる日本語教師などの専門的な人材を育成する
ことも必要であると考えられる。
４）歩行指導の留意点

　視覚障害児童生徒が一人で安全に歩行できるため，公
共交通機関の利用の練習を行うことや，交通ルールを学
ぶことが重要である。しかし，中国と日本では，公共交
通の乗り方や交通ルールが大きく異なり，とりわけ中国
の道路交通は，車が右側通行であるため，両国の車両の
通行方法には差異がみられる。これらの差異を踏まえて，
歩行訓練の際には，中国からの視覚障害児童生徒に対し
て適切な支援をするほか，子どもの母国の交通事情に関
心をもち，異文化を理解することも必要であると考えら
れる。

２．中国からの聴覚障害児童生徒の支援について

　中国で聴覚障害の児童生徒に対する教育方針の中で，
最も重視されているのは「全面的な発達」である。中国
では，個人の全面的な発達を「教育を受ける者の全面的
な発達」と解釈し，生理と心理の二つの面を含んでいる。
つまり，聴覚障害児生徒の聴覚潜在能力を掘り起こす一
方で，健康な心理環境をつくるということである。聴覚
障害は，児童全体の発達水準にも影響を及ぼす。中国の
聴覚障害児童生徒の教育方式から見ると，聴覚障害の改
善だけではなく，同時に潜在能力の開発も行われている。
2007 年に公布された「聾校義務教育課程設置実験方案」
では，「欠陥補償を重視する」ことを「積極的に潜在能
力を開発し，欠陥を補償する」に変えて，聾校課程設置
の原則とし，現在も続いている。中国では聴覚障害児の
教育に，「生徒の可能性」がより重視されていることが
明らかに見える。多様的，開放的な学校形態は，中国の
近代教育の重要な特徴の一つである。「聴覚障害児を主
流社会に取り込む」ことが授業や課程の主な目標として
いる。この目標を達成するためには，少なくとも聴覚障
害児に 4つの能力を身につけさせなければならない。そ
れは「学習，生活，協力，生存」の能力である。課程の
実践の方面で，生活実践，労働実践，職業技術の訓練を
通して，聴覚障害の児童生徒に一歩一歩生活自理の能力，
労働能力，就業能力を形成する。
　以上より，中国から来日した聴覚障害児童生徒の支援
においては，「生活」は一番重視すべきことである。な
ぜなら中国は国の集団意識の育成を重視していることに
対して，日本における特別支援教育においては，個々の
児童生徒の教育的ニーズの把握と障害の改善・克服を重
視している。中国から来日した聴覚障害の児童生徒の支
援においては，日本の特別支援教育体制を踏まえた生活
に必要な知識を身につける必要がある。
　このことについて，日本でどのような支援をすればい
いかを検討すると「どのように障害のある外国人児童生
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徒が異国に楽しく過ごしていくのか」といったことであ
る。例えば，中国からの聴覚障害の児童生徒が新しい環
境になれるように，様々な角度から実践を行うことであ
り，学校と関係機関及び家庭との連携が欠かせないもの
である。学校においては，児童生徒と保護者との生育歴
に基づいて，本人と保護者のニーズを踏まえ，個別の指
導や，中国語ができる支援者を側に訳して，手話や手書
きといった方法を活用することで，理解しやすく説明す
ることが望ましい。個別の教育支援計画や個別の指導計
画の作成も本人や保護者と関係機関の専門家と学校の教
員との教育相談を定期的に連絡・調整することが求めら
れる。心理的な支援においては，児童生徒の心身の発達
傾向や日常生活の行動や問題を把握して，発達課題を踏
まえて，楽しく日本の生活に慣れるように支援する。
　また，個人の教育的ニーズに応じた障害の改善・克服
も重要であるが，集団における触れ合いや対人関係の指
導や支援の工夫を求められる。また，自立した生活が可
能となるように，生活に必要な知識を身につける必要が
ある。社会福祉や家庭，学校は，協力し，よりよい環境
や生活を提供できるように目指す必要があろう。

３．中国の随班就読から見た障害のある外国人児童生徒

の支援のあり方について

１）随班就読について

　随班就読は，障害児教育の就学措置として，中国の義
務教育の役割の一つとなっている。しかしながら，近年，
就学後の支援やカリキュラムの編成など，教員の専門性
を踏まえた教員養成が求められている。障害のある児童
生徒のリソースルームを設置し，教育や福祉関連施設の
合理的な調整の実施が必要とされている。教員不足や専
門知識が不足する状況に対しては，特殊教育に関わる人
材の育成が重点的に実施されることとなる。例えば，大
学で特別支援教育という専門科目を設定し，なるべく多
くの学生が特別支援教育の授業を受講する取り組みの工
夫が必要であると考えられる。
２）随班就読を支える仕組み

　随班就読の就学形式は様々な種類があるが，主要な形
式として，呂（2014，p.160）は「①通級クラス，②通
級クラスプラス特別支援学校の教員巡回指導，③通級ク
ラスプラス通級指導クラス，④通級クラスプラスリソー
スルーム，⑤通級クラスプラス言葉の教室」を示唆して
いる。一方，随班就読という学校のみが主体ではなく，
市町村教育委員会・教員・保護者及び専門家などがそれ
ぞれの役割を果たしながら，相互に連携して実施する支
援の枠組がある。市町村教育委員会は，随班就読を担う
教師の専門性を向上させるため，児童生徒の障害に関す
る専門的な知識や技能を学ぶ研修等の機会を提供し，教
員の福利厚生面の充実や提出物の対応，安心な支援体制

づくりなどについて，随班就読を円滑に推進可能な施策
を行う。学校は，「随班就読が適切である」と判断され
た児童生徒を受け入れ，子どもの特別なニーズに合わせ
た指導及び学び場を提供する。そして担当教員は各教科
の知識，生活指導更に支援機器の使い方，保管方法を教
えると共に，障害のある子どもと障害のない子どもが，
同じ場で共に学べる環境づくりを進める。保護者は，子
どもの心を理解し，日常生活援助技術を磨くとともに，
学校見学などに積極的に参加し，情報交換を行い，子ど
もに対するより適切かつ効果的な支援を図る。専門家
チームは，教育，医療，心理学など，様々な分野の専門
家から構成され，子どもの障害に関する検査を行い，そ
して本人・保護者・学校・市町村教育委員会との合意形
成を図った上で，適切な就学先を決定する。
３）随班就読の役割

　社会は，それぞれの個人で構成されており，随班就読
には，障害のある子どもが孤立しない，無視しない，諦
めないという社会を構成する役割がある。障害のある子
どもは生活や学習上の困難で，メインストリームの人々
の進歩速度から逸脱することがないように，特別支援学
校は良い教育支援を提供し，障害のある子どもが社会に
溶け込ませることが最終目的である。孤立は障害のある
子どもの社会的つながりを遮断し，彼らの生存空間を圧
迫し，自己肯定感の低下といった心理状態を生み出し，
自らが社会と相容れない存在と自認する状況を生じさせ
る可能性がある。孤立した子どもたちは，社会環境への
認識が不十分であるため，反社会的な行動が生じる可能
性も否定できない。随班就読は，障害のある子どもと障
害のない子どもの差別や偏見に関する意識の減少や健全
な発達を促すことに重要な意味がある。自信，信頼，互
助，自律，自強，そして責任感などは，社会の一員とし
て欠かせない資質である。教育においては，教育環境の
設定も重要である。中国から渡日した障害のある児童生
徒にとっても教育環境は重要なことである。日本の特別
支援教育の制度に適応するのは一番重視しなければなら
ないことであるが，児童生徒にとって最も必要な支援は
自分の価値を実現することであり，社会の一員としての
意義を見つけることであると考えられる。日本において，
随班就読のような全人的な教育環境を提供できる教育実
践は，渡日した障害のある児童生徒に，より多くの人文
知識，社会技能を付与し，同時に，児童生徒の成長と発
達は，家庭の負担，社会的負担を減らすことにもつなが
ると考えられる。

４．フィンランドのインクルーシブ教育からみた外国人

児童生徒の教育的支援のあり方

　Linda・Markku（2011）によると，フィンランドでは
約 30％の子どもが特別ニーズ教育を受けており，PISA
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で好成績を示し続けている背景に特別ニーズ教育の積極
的活用があることが指摘されている。フィンランドでは，
9年間の義務教育について示したナショナルコアカリ
キュラムに従って，三段階支援が提起されている。是永
（2013）は，これらが子どもの早期支援の機能を担って
おり，結果として低学力を予防することによって学力形
成に良い影響を与えていると分析している。2014 年に
改訂された新しいナショナルコアカリキュラムには，多
言語による教育が明記されている。フィンランドにおい
てインクルーシブ教育は，障害のある子どもだけでなく，
移民の子どもも含め，すべての子どもに対して行われる
べきものであるという認識が強い。
　フィンランドは EU加盟の影響を受け，1990 年代か
ら移民への支援を本格化しており，様々な文化や母語の
背景を持つ子どもが増えている。しかし，Hanna-Maija 
Shnkkonenら（2014）によると，通常の学級に在籍する
外国人児童生徒の学習困難の状態を見極めることは困難
であり，学習困難が，言語に由来するものなのか，その
他に原因があるのかの判別も非常に難しい。移民の子ど
もを教える 9人の教員への聞き取り調査から，適切な言
語支援や学校での柔軟な共同教授に加えて，学校でのア
シスタントの活用が，多文化の子どもの学習と社会統合
に効果的であることがわかった。また，個別に計画され
たフィンランド語での通常教育に向けた準備授業から，
通常教育への慎重な移行も重要であるとした。小曽・是
永（2019）によると，実際に行われている支援策として，
フィンランド語を学ぶことの重要性を教えること，様々
な角度から言語を教えることができるような協働授業な
どが実施されている。また，人員確保の視点からもアシ
スタントの必要性が高まっている。
　フィンランドには子どもの発達を支える様々な施設が
あるが，そこでもすべての子どもが適切な支援が受けら
れるように環境が整備されている。フィンランドの特別
支援学校は日本の特別支援学校とは異なり，学習やコン
サルティングのセンターとしての役割を果たしており，
地域の児童生徒，教員，学校スタッフ及び保護者のため
のトレーニングや教材の開発及び提供，研究などが行わ
れている。ヘルシンキ市にある特別支援学校にはス
ウェーデン語に対応した特別支援施設があり，必要に応
じてそこから各地へ教員や職員が派遣されるなど，でき
る限り多言語で学べる仕組みがある。さらに，フィンラ
ンドにはネウボラと呼ばれる施設も存在する。ネウボラ
とは，1944 年の法制化から 70 年以上の歴史がある「妊
娠期からの切れ目ない」ワンストップの子育て支援施設
である。子どもの周辺に起きる問題の早期発見および有
効な支援につながる成果を上げており，9割以上の家族
が就学までネウボラに通う（下村・森田・平井，2019）。
ネウボラでもフィンランド語や英語が話せない家族に

は，国から派遣される通訳を介して対話が行われる。ま
た，フィンランドの Save the Children“Pelastakaa Lapset”
では，家庭などの背景に関係なく，すべての子どもの人
権を守るための活動を行っており，その一環として里親
支援プログラム“PRIDE”と連携して難民，特に親のい
ない未成年の子どもに対する支援ボランティアの育成や
研修を実施している。
　このようにフィンランドでは，社会全体で子どもを支
える仕組みが充実しており，出身国や言語，文化等の違
いに関係なく，すべての子どもが同じ支援を受けられる
ようになっている。学校での多言語に対応できる教員の
確保や，ネウボラ等での通訳サービスなど十分ではない
部分もあり，課題も残っている。しかし，「障害」とい
う枠組みにとらわれずに多様なニーズがある子どもを社
会全体で支えようとするフィンランドのインクルーシブ
教育のあり方は，日本における外国人児童生徒への支援
を考える上で重要になると考えられる。

５．英国のインクルーシブ教育からみた外国人児童生徒

の教育的支援のあり方

　筆者らは，これまで英国のインクルーシブ教育につい
て調査を行ってきた。ロンドン地区の多国籍，特別な教
育的ニーズを要する子どもが多く在籍している地域で
は，チルドレンズセンターが設置されている。チルドレ
ンズセンターとは，「就学前の子供のための保育やアク
ティビティ，妊娠中からの両親への支援，保健サービス，
住居や財政の相談，言葉の問題や障害への支援，就労支
援などが提供されており，担当地域における子供と家族
に対するさまざまなサービスの中核」（内閣府，2017）
である。
　幼少期からこれらのチルドレンズセンターでは，多様
なプログラムが展開されており，ワンストップでの支援
がなされている。同地域に所在のあるプライマリース
クールでは，インクルーシブリーダーを中心に学力向上
が図られていたが，National Test Results 2018-2019 for 
KS1 において，Reading，Writing，Maths ともすべて
National Resultを上回るか同率であった。家庭的な背景，
移民，学習障害などの特別な教育的ニーズを要する児童
に対して，通常学級においても座席に着席した一斉授業
形態だけではなく，絨毯が敷かれた床面で円形に着席す
る，横並びになる，グループ学習になるなどの多様な学
習形態がとられる。ティーチングアシスタントと一緒に
なされるティームティーチングでのグループ学習におい
てもクラスの全員が同一教材を行うのではなく，各グ
ループに所属する児童の認知特性に応じて，画像などの
視覚的教材も用いる場合や文字中心の教材を用いる場合
もある。ティーチングアシスタントは，児童の特性に応
じて，支援を要するグループの学習活動で，アドバイス
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を行う。これらの学習活動以外にも貧困家庭を対象とし
た朝食タイムやクッキングの活動など多様な選択授業が
設定されている。例えば，午後，下校前の 30 分間で，
少人数制の選択授業であるが，感覚面を活用した学習支
援のプログラムでは，紙媒体を用いたプリント学習や
カードを用いたマッチングだけではなく，多感覚を活用
した様々な教材が用いられている（高橋，2020）。通常
学級に在籍する特別な教育的ニーズのある児童を対象と
して，下校時間の時間帯に短時間で取り組める内容の教
材も設定されている（高橋・田中・牛込 2020）。学校中
では，教員以外にも School Dogがスタッフの一員とし
て配属され，児童の心理的な安定に活躍している。
　中学校から高等学校の年齢の生徒が在籍するコミュニ
ティスクールにおいても通常学校に多国籍，多様な障害
種の生徒が在籍しており，英国の古典劇文学について，
多感覚を用いて理解する取り組み（高橋，2019）がなさ
れており，コミュニティスクールにおいても，子どもそ
れぞれの特性に応じた学習カリキュラムに基づき，多様
な子どもたちを包摂する学習活動が展開されている。こ
れらの一連の地域での取り組みは，日本の今後の障害の
ある外国人児童生徒の支援を考えるうえでも参考になる
だろう。

６．米国の差別解消法と学校教育について

　ここでは，田中・高橋（2017）の研究から，米国にお
ける障害のある子どもの支援について概観したい。米国
カリフォルニア州においては，1990 に示された IDEA
（Individuals with Disabilities Education Act,）に基づき，障
害のある児童生徒の教育が保障されている。例えば，無
償で，適切な公教育を受ける権利である ‘FAPE（Free 
Appropriate Public Education）’ 障害のある児童生徒の教
育を拒否できない原則である ‘Zero Reject’ アセスメント
を受ける権利である ’Fair Assessment’ 学校区との合意形
成やジャッジを受ける権利である ‘Due Process Hearing’，
IEPのミーティングへの保護者参加権である ‘Parentsand 
Student Participation’ 障害の有無に関わらず学べる環境で
ある ‘Least Restrictive Environment’（最小制約環境）が保
障されている。当時の調査は，米国に在住する日本人家
族に協力していただいており，国籍に関係なく，様々な
権利が保障されていることが理解できる。これらの制度
は，日本国内での障害のある児童生徒の教育においても
参考になるだろう。

Ⅳ .考察

　本研究から，以下の内容が考察されうる。

１．障害のある外国人児童生徒の文化的な背景を踏まえ

た支援の必要性

　本研究における外国人留学生からみた，障害のある外
国人児童生徒の支援については，当該児童生徒の文化的
背景を参照することの重要性が複数示唆されている。
　また，筆者らのこれまでの海外調査においては，多国
籍の国においては，多様な学習形態がとられている。高
橋・津田・久井（2009）の調査によると，英国の学校に
おいては，多文化の相互理解についても特別な教育的
ニーズとして捉えられている。
　日本の学校においても，障害のある外国人児童生徒の
文化的背景や実態に応じて多様な学習形態をとることが
できるような柔軟な支援のあり方が求められよう。また，
障害のある外国人児童生徒に対する日本語指導の体制を
整備することで，教育がより効果的に実施されると考え
られる。併せて，高度な専門性と異文化理解を兼ね備え
た特別支援教育に携わる教員を養成することも重要であ
ると考えられる。

２．社会から孤立させない取り組みの必要性

　障害のある外国人児童生徒を支援するにあたっては，
社会から孤立させないための関わりが重要であると考え
られる。そのためには，地域社会で必要に応じて母国語
での対応ができるような体制の整備や，学校や関係機関
での集団でのふれあいが大切である。また，地域で生活
することができるように，日本の文化やルールを理解す
るための支援も必要となるだろう。

３．障害のある外国人児童生徒を含めた形での学校教育

での支援体制の充実

　どのような支援でも，外国人の障害のある児童生徒に
とっても，支援される過程で，希望があり，目標があり，
喜びを感じるのは大切なことである。現状の特別支援教
育体制下の学校教員の視点のみで，当該児童生徒のニー
ズを把握するだけではなく，対象となる児童生徒の気持
ちをしっかりと理解する心理的な支援も必要である。外
国人留学生が視覚障害の支援で提案していた，児童生徒
と一緒に踊る方法のように，障害のある外国人児童生徒
が社会とつながる方法を見つけ，社会環境の美しさを感
じることや，自分の価値の発見すること，主体的に社会
に参加する意欲を促すことも重要である。
　また，障害のある外国人の児童生徒の支援についても
障害の特性や発達程度によって，本人や保護者のニーズ
や要求に応じて，最大尊重しながら，支援方法や計画な
どを柔軟に調整して活用することが重要である。例えば，
米国のような法律では，障害のある外国人児童生徒の教
育も保障されている。無償で，適切な公教育を受ける権
利で，障害のある児童生徒の教育を拒否できない原則で

43№ 36



あるという制度は，外国人児童生徒等の教育の充実に関
する有識者会議（2020）が示唆している外国人児童生徒
の就学状況にも関連があると考えられる。すべての子ど
もたちがその国で，教育を受けることができる制度や環
境を作ることや互いに尊重し合い，助け合う雰囲気を
作っていくことは，重要であろう。
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